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保険・年金

税

くらしくらしのの情報情報

軽自動車税の減免申請受付

身体障害者などで、一定の要件に
該当する場合、申請により軽自動車
税の減免を受けることができます（1
人につき1台）。普通自動車などの自
動車税で減免を受けている場合は対
象外です。
前年度から減免を受けている車両

も、別途送付の減免申請書（継続用）
を提出してください。
※申請書を提出する際、①マイナン
バーが確認できる書類、②運転免
許証など本人確認書類の両方が必
要です。

申請期限　6月1日（月）
問合先　税務課税制担当（2階㉑番窓
口）　☎939・1068

軽自動車税
固定資産税・都市計画税

第1期納期限　6月1日（月）
納期限までにお納めください。口

座振替をご利用の方は預貯金残高を
確認してください。
※キャッシュレス決済でも納付できます。
問合先　税務課納税担
当（2階㉑番窓口）　
☎939・1066

国民年金に関する届出や相談
に必要なもの

①基礎年金番号が確認できるもの（基
礎年金番号通知書や年金手帳、年
金証書など）又はマイナンバーが確
認できるもの（通知カードやマイナ
ンバーカードなど）

②本人確認ができるもの（マイナンバ
ーカード、運転免許証、パスポート
など）
手続きの内容によっては、この他に
必要なものもありますので、詳しくは
お問い合わせください。
問合先　保険年金課国民年金担当
（1階②番窓口）　☎939･1181

地方税統一QRコードを利用
して市税が納付できます

市税の納付書にある地方税統一
QRコードを利用することにより、以
下の方法で納付できます。
①取扱金融機関のほか、全国の金融
機関（一部除く）での窓口納付。

②地方税お支払いサイトにアクセスし、
クレジットカード（別途手数料必要）、
インターネットバンキング、ダイレ
クト方式（口座振替）での納付。

※ダイレクト方式での納付には事前手
続きが必要です。

③アプリを起動し、ペイアプリ等のス
マートフォン決済。

※納付手順はQRコードからご確認く
ださい。

問合先　税務課納税担
当（2階㉑番窓口）　
☎939・1066

教育

学校名 連絡先

小
学
校

藤井寺 939・7105
藤井寺南 939・7115
藤井寺西 939・7125
藤井寺北 938・0791
道明寺 939・7135
道明寺東 939・7145
道明寺南 939・7155

中
学
校

藤井寺 939・7100
道明寺 939・7110
第三 938・0040

令和9年度入学該当児の
教育相談

就学に際しての不安をお持ちの方
に対して、教育相談を随時行っていま
す。教育相談は、お住まいの校区小
中学校にて行っていますので、希望
する方は、事前に各小中学校へ連絡
の上ご相談ください。
【各校連絡先】

高齢介護

産前産後期間の国民年金保険
料免除制度

対象　「国民年金第1号被保険者」で、
出産日が平成31年2月1日以降の方

免除の期間　出産予定日又は出産日
の属する月の前月から4か月間

問合先　保険年金課
国民年金担当（1階
②番窓口）　

　☎939･1181

介護保険料の減額制度

６５歳以上で、経済的理由により介
護保険料の納付が困難な方で、規定
の基準に該当する場合は、申請により
保険料額を所得段階の第１段階の金額
に引き下げます。基準
の詳細など、詳しくは
市ホームページをご確
認ください。
申請・問合先  高齢介護課サービス
担当（1階③番窓口）

　☎939・1165



広報ふじいでら 2026年5月号13 広報ふじいでら 2026年5月号 12

環境・安全

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物は、自ら処理場
へ搬入されるか、市の事業系一般廃
棄物収集運搬許可業者に委任し、廃
棄物の適正な処理をしてください。
※市の事業系一般廃
棄物収集運搬許可
業者は市ホームペー
ジをご確認ください。

問合先　環境衛生課清掃庶務担当（6
階67番窓口）　

　☎939・1077

令和7年度ダイオキシン類濃
度の測定結果
柏羽藤環境事業組合のごみ焼却工

場（柏羽藤クリーンセンター）などから
排出されるダイオキシン類濃度（排ガ
ス・ばいじん・排水）の令和７年度測
定結果を柏羽藤環境事
業組合ホームページで
公表しています。
問合先　柏羽藤環境事
業組合　☎976・3333

大阪府光化学スモッグ発令情
報メールをご利用ください

光化学スモッグ予報・注意報の発
令情報のお知らせを受け取れます。
メール配信サービスの登録など詳

しくはおおさか防災ネットをご確認く
ださい。
問合先　環境衛生課環境・公害・飼
犬登録担当（6階67
番窓口）

　☎939・1074

「土のう」を配付

対象　道路や水路からの浸水防止用
として「土のう」を必要とする市内在
住の方

配付個数　1軒あたり20個程度
申込方法　5月8日（金）から22日（金）
までに電話又は窓口で

※土日は除く
問合先　危機管理室災害対策担当（4
階48番窓口）　☎939・1190

問合先　道路公園課道路水路公園管
理・地籍担当（4階45番窓口）

　☎939・1272

公園を安全に利用しましょう

誰もが公園を安全に気持ちよく利
用するためにご協力ください。

動物にエサを
与えないで

火の使用は
禁止です

ボール遊びは
やめましょう

遊具は大切に遊具は大切に
使いましょう使いましょう

単車の乗り入れは
禁止です

ペットの散歩は
禁止です

大和川水防・大阪府地域防災
総合演習
大和川の水害を想
定した大規模な防災
訓練です。
日時　5月23日（土）　
9時30分～12時まで（展示・体験
コーナーは12時30分まで）

※雨天決行（災害の発生が予想される
場合、または河川敷が使用不能の
場合は中止）

場所　川北　大和川右岸河川敷（河内
橋下流　大和川河川事務所南側）

内容　水防工法訓練、救出・救護訓
練、災害支援活動訓練、展示・体
験コーナーなど

問合先 危機管理室災害対策担当（4
階48番窓口）　☎939・1190

各種情報

新しい区長を紹介

・青山地区町会　　　　清久　正治
・小山藤美住宅自治会　井口　千秋
・津堂地区自治会　　　田中　成人
・恵美坂1丁目地区　五十嵐　葉子
・陵南町会　　　　　　長戸　隆司
・古室3丁目自治会　　河崎　祐次
・大井地区　　　　　　　東　秀起
・梅が園自治会　　　鳥羽　美佐子

（順不同、敬称略）
問合先　協働人権課広聴・協働担当
（１階④番窓口）　☎939・1331

市への寄贈

■子どもの衛生管理・傷のケアのため
・滅菌パッド　2万9,880枚
・防水滅菌パッド　3万6,000枚
・サージカルテープ不織布　
　1万3,440巻

（株式会社　大和漢）

公園内は公園内は
全面禁煙です全面禁煙です

国民健康保険加入者の
人間ドック受診費用を助成

対象　次の要件をすべて満たす方
・受診日に本市国民健康保険の資格
を有し、30歳以上75歳未満で保険
料を滞納していない。

・助成を受ける年度において、特定
健診を受けていない。

助成額　受診費用から消費税を除い
た額の７割（上限3万円）

※ポイントの利用や医療機関による値
引きなどがある場合、それらの計
算後の金額を「受診費用」とします。

検査項目 大阪府が実施する特定健
診の検査項目等を充足するもの

※オプション検査単独や脳ドック、ＰＥ
Ｔ検査など専門的な検査のみの受
診は、助成対象になりません。

申請に必要なもの　人間ドックを受診
した方の被保険者資格が分かるも
の、人間ドックの領収書(受診者氏
名が分かるもの )、受診結果表（写
し可）、世帯主名義の通帳、未受診
の特定健診の受診券

注意点
・助成は、当該年度（4月1日から翌
年3月31日）内で1回限り。

・申請は、受診後2年以内。
・医療機関に指定なし。医療機関の
窓口で、費用の全額をお支払いく
ださい。

・申請時に受診結果表の写しをいた
だき、特定健診の結果として反映
します。

※今年度より契約医療機関（医療法人
ラポール会　青山病院）で人間ドッ
クを受ける場合、助成額を差し引
いた自己負担額だ
けで受けることがで
きます。（受診前に
本市窓口で申請が
必要です。）

問合先　保険年金課国民健康保険担
当（1階②番窓口）　☎939・1177

＜保険料率について＞　　令和8年度の保険料の算定方法（大阪府）

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

後期高齢者医療制度の令和８年度保険料では従来の保険料（医療分）
に加え、児童手当の抜本的拡充など、子ども子育て世帯への給付に充
てるため、子ども・子育て支援金分の保険料（子ども分）を算定します。
なお、子ども分については、令和８年度から令和１０年度にかけて１年

ごとに見直されます。
※賦課の基となる所得金額とは、総所得金額等から基礎控除額を控除
した額です。

子ども分
【均等割額】
1,373円

【所得割額】
賦課の基となる所得金額

×0.24％
【賦課限度額】
2.1万円

年間の保険料（限度額87.1万円）

医療分
【均等割額】
64,931円
【所得割額】

賦課の基となる所得金額
×11.51％

【賦課限度額】
85万円

＝

＋

＜保険料の軽減について＞

所得の判定区分
（同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額）

軽減割合

軽減後の
均等割額（年額）

【基礎控除額（43万円）+10万円×〔給与所得者等の数－1〕】
を超えないとき

7割・7.2割
18,591円

【基礎控除額（43万円）+31万円×（被保険者数）+10万円×〔給与
所得者等の数－1〕】を超えないとき

5割
33,151円

【基礎控除額（43万円）+57万円×（被保険者数）+10万円×〔給与
所得者等の数－1〕】を超えないとき

2割
53,042円

申込・問合先
■保険年金課福祉医療担当（1階②番窓口）　☎939・1186
　保険料に関すること
■大阪府後期高齢者医療広域連合（資格管理課）　☎06・4790・2028

均等割額の軽減　世帯の所得に応じて保険料の均等割額（66,304円※
医療分と子ども分の合算額）が軽減されます。なお、７割軽減に該当
される方は、令和８・９年度のみ特例措置により、医療分についての
軽減割合が７．２割軽減となります。子ども分については、特例措置
がないため、７割軽減となります。

※表中における「給与所得者等」とは給与や公的年金等の収入額が
一定以上の方を指します。

※保険料に関して、詳しくは市ホームページをご確認ください。
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企
業
価
値
向
上
支
援

ふるさと特産品を開発
し、全国に PRしたい！

＜商品開発枠＞
補助率1/2

上限1,000,000円

ふるさと特産品（ふるさと納税返礼品など）の登録につなが
る、新商品開発、改良に係る経費を補助します。

収穫体験等を通じて地域
農産物の魅力を広げたい！

＜６次産業化枠＞
補助率1/2

上限500,000円

農業者等が行う市内で生産された農産物等を加工し、商品化
を目指す事業、又は観光農園を開設する経費を補助します。

未来への取組みを持続的
な成長につなげたい！

＜生産性向上枠＞
補助率1/2

上限1,000,000円

業務効率化や生産性の向上を目的とした設備投資等を実施す
る事業費の一部を補助します。

災害や感染症などの脅威に
備えた体制をつくりたい！

＜BCP策定支援枠＞
補助率1/2

上限100,000円
BCP策定にあたり外部委託にかかる費用を補助します。

販
路
拡
大

展示会・商談会で自社製
品を売り込みたい！

＜展示会出展枠＞
補助率1/2

上限100,000円
出展にかかる費用を補助します。

市外で実施する、物産展、
即売会へ参加したい！

＜物産展出展枠＞
補助率1/2

上限100,000円

出展にかかる費用を補助します。
※ふるさと特産品を出品する場合に限る

事業が持続化補助金に
採択された！

＜持続化補助金支援枠＞
補助率1/3

上限250,000円

小規模事業者持続化補助金（通常枠）の採択を受けた事業者に
対して、自己負担分の補助をします。

金融機関のサポートで新
たな取引先を見つけたい！

＜ツール導入枠＞
補助率10/10
最大39,600円

販路開拓・経営支援のデジタルツール「Big Advance」の月額
利用料を補助します。
※Big Advance利用登録には別途審査が必要です。

人
材
活
用

未来を担う人材を
募集したい！

＜人材募集枠＞
補助率1/2

上限200,000円

求人広告媒体などへの掲載にかかる費用を補助します。
※正社員の募集に限る

従業員を
スキルアップさせたい！

＜人材育成枠＞
補助率1/2

上限200,000円

従業員に対して実施する研修に係る講師謝礼・委託料及び外
部研修参加費を補助します。

創
業

藤井寺市で創業したい！

＜創業支援枠＞
補助率1/2

上限500,000円
※代表者が市民の場合、補助

率2/3

藤井寺市創業支援事業計画に基づき実施する創業支援セミナ
ー等の受講修了証の発行を受けたうえで、起業する際にかか
る費用を補助します。

藤井寺市で
会社を立ち上げたい！

＜法人設立支援枠＞
株式会社75,000円
合同会社30,000円

法人設立登記時支払った登録免許税額のうち自己負担額分と
なる経費を補助します。

※各補助金には、それぞれ申請要件があります。詳しくは市ホーム
ページをご確認ください。(予算がなくなり次第、受付を終了し
ます )

市公式LINE で
事業者支援情報をゲット！
登録方法は市ホームページ
をご確認ください。

５月はギャンブル等依存症
問題啓発月間

依存症の相談窓口
・大阪依存症ほっとラ
イン（SNS相談）

　毎週水・土・日曜日　
17時30分 ～22時
30分（最終受付22時） 

・大阪府こころの健康総合センター
☎06・6691・2818　

・藤井寺保健所　☎955・4181
問合先　大阪府地域保健課　☎06・
6944・7524　　
おおさか依存症ポ
ータルサイト▶

夏のエコスタイル実施中

温室効果ガス排出抑制のため、5
月１日（金）から１０月３１日（土）まで、
市庁舎や市内の各公共施設の室温を
28℃に設定し、職員は軽装で勤務し
ます。
問合先　環境衛生課環境・公害・飼
犬登録担当（6階67番窓口）　

　☎939・1074

府営住宅（公営住宅）の保証人
制度を廃止

大阪府営住宅（公営住宅）の保証
人制度は令和６年３月２７日に廃止され
ました。府営住宅に新たに入居する
方、入居中の方も、保証人の確保は
不要です。
問合先 大阪府営住宅藤井寺管理セ
ンター（藤井寺駅前ビル3階）

　☎930・1093

日時　5月24日（日）　9時～12時
※上記の手続きのみを行います。
場所　市役所1階マイナンバー総合窓口
【カード交付に必要なもの】
・通知（ハガキ）・本人確認書類
(下記2点はお持ちの方のみ )
・通知カード
・マイナンバーカード
※原則、交付申請者ご本人が来庁し
てください。

◇予約いただくとスムーズです。
【電子証明書の更新手続き】
・マイナンバーカード
・「署名用電子証明書・利用者証明
用電子証明書　照会書兼回答書」

◇予約はできません。
問合先 藤井寺市マイナンバーカー
ドコールセンター
☎03・6634・9464

マイナンバーカード交付及び
電子証明書の更新手続き
臨時窓口

経済センサス -活動調査

事業活動を統計で明らかにし、我
が国の経済力を測る重要な調査です。
すでに４月中旬から調査を実施してい
ます。インターネット回答が確認でき
なかった事業所等には、５月中旬から
調査員が訪問し、調査
書類を配布します。
詳細はホームページ

をご確認ください。
問合先　総務課文書・統計担当（3階
32番窓口）　☎9３9・1036

石綿による疾病の補償・救済

中皮腫や肺がんなどを発症し、そ
れが労働者として石綿ばく露作業に従
事していたことが原因であると認めら
れた場合には、労災保険法に基づく
各種労災保険給付や石綿救済法に基
づく特別遺族給付金が
支給されます。
詳細はホームページ

をご確認ください。
問合先　大阪府労働局労働基準部　
健康課　☎06・6949・6500　
羽曳野労働基準監督署　

　☎942・1308

事業者支援補助金事業者支援補助金
市内の中小企業者の皆さん市内の中小企業者の皆さん

で事業の活性化を目指しませんか？で事業の活性化を目指しませんか？

問合先　産業労働課商工・労働担当（6階68番窓口）　☎939・1337　

広告あり


